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【第１回渋谷区消防団運営委員会】 

『議事録』 

日時：令和６年２月６日（火） 午前１０時００分から１０時４９分まで 

 

１．開 会 

〇菊地防災課長 それでは、定刻になりましたので始めさせていただきます。本日はご

多忙の中、またお足元の悪い中、令和５年諮問第１回渋谷区消防団運営委員会にお集り

いただき誠にありがとうございます。事務局の渋谷区危機管理対策部防災課長の菊地で

ございます。本日はよろしくお願いいたします。 

続きまして、配布資料の確認をいたします。資料１～５を配布していますのでご確認

のほどよろしくお願いいたします。 

まず、資料１、渋谷区消防団運営委員会委員名簿、資料２、特別区消防団運営委員会

の答申及び対応方針について、資料３、令和５年諮問書（写）、資料４、特別区消防団

運営委員会の諮問について、資料５、第２回渋谷区消防団運営委員会の開催予定、以上

１から５になります。過不足等はございませんでしょうか。ありがとうございます。 

次に、委員会運営について確認をさせていただきます。 

本日の会議は、定足数に達していることを報告させていただきます。 

また、附属機関等設置運営要綱により、本運営委員会は議事録を作成することとされ

ています。議事録の作成事務については事務負担の軽減を図るため、平成３０年度より

議事録の作成委託契約を行うこととしております。本日も委託業者が同席させていただ

きますことをご了承ください。 

次に、委嘱状の交付についてです。前回の諮問は令和３年でしたので、それ以降、委

員を継続委嘱となられた方、また新たに委員になられた方に委嘱状を交付しております。 

今回対象となる方につきましては、令和６年２月１日付の委嘱状を配布とさせていた

だきますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。 

後ほど委員の皆様からご挨拶いただきたいと思っておりますので、その際はよろしく

お願いいたします。 

それでは、渋谷区消防団運営委員会委員長の長谷部健渋谷区長からご挨拶をいただき、

その後の会の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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２．委員長挨拶 

〇長谷部委員長 皆さん、おはようございます。本日は足元の悪い中、令和５年諮問の

第１回渋谷区消防団運営委員会にご出席いただきましてありがとうございます。 

会を始めるにあたり冒頭、まず何をおいてもこの話をしなければならないと思います。

正月は、悲しい事故とまた震災と２つ重なったところからのスタートとなりました。 

改めてその訓練や準備といったものの大切さとか、その地域で顔見知りが、助け合っ

て、初動のところ、復興していく、向かっていくといった様をいろいろ見て、改めてこ

の消防団というのは地域にとって重要なものでありますし、また、町会や商店街やＰＴ

Ａ、いろいろなコミュニティーがありますが、そういったところとつながりながら、支

えていただく重要な存在だと感じております。 

消防団のこの防災力というのは、その地元、地域の中で中心となる存在です。引き続

きこの地域の防災力向上のために消防団が中心となって、災害発生時の消火活動とかを

積極的に行ったり、また平時においても今言った防災訓練等、渋谷では防災キャラバン

とかになりますが、またそういったところにもご尽力いただきながら、引き続きこの渋

谷区全体の防災についても考えていきたいと思います。 

今日は、昨年の８月１６日に諮問されました、変化する社会情勢に適応し特別区消防

団の組織力を向上させ住民の付託に応え続ける方策はいかにあるべきか、について、計

３回にわたり運営委員会を開催し、皆様からご意見をいただき骨子をまとめてまいりま

す。ご審議のほどご協力よろしくお願いいたします。 

ただいまより令和５年８月１６日都知事諮問にかかる第１回渋谷区消防団運営委員

会を開催いたします。委員については【資料１】のとおりです。本日は、第１回目の委

員会開催なので、杉浦副区長からご挨拶いただき、以降、【資料１】委員名簿に従って

学識経験者から順にご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

３．委員挨拶 

〇杉浦副区長 おはようございます。副区長の杉浦でございます。本日は、議事が複数

ございますが、滞りなく議事が進められたらいいと思います。新たに委員になった方も

いらっしゃいますが、どうかよろしくお願いいたします。 

〇有馬委員 委員名簿の最初に書いてあります有馬でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

〇福住委員 福住でございます。よろしくお願いいたします。第１１代の団長を務めさ

せていただきました。その経験ということで諮問の委員になりました。よろしくお願い

いたします。 
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〇川名委員 初めて新しく委員になりました、第１２代の、福住さんのあとの団長経験

者ということでよろしくお願いいたします。 

〇仲西委員 上原１丁目町会の仲西です。よろしくお願いいたします。 

〇梅木委員 恵比寿南町会の梅木と申します。よろしくお願いいたします。 

〇澤田委員 福住団長のときの第９分団分団長、澤田晶子と申します。消防団に女性が

４分の１ぐらいいらっしゃるかと思って、その人たちの声をここに反映できたらと思っ

て、末席ですが皆様よろしくお願い申しあげます。 

〇小田委員 令和５年６月から委員にさせていただきました小田浩美と申します。消防

団は第２分団に所属しております。先ほどのお話ではありますが、女性の視点で防災を

考えてまいりたいと思いますので、引き続き今後ともよろしくお願いいたします。 

〇須田委員 令和５年６月から就任いたしました渋谷区議会議員の須田賢です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

〇中村委員 区議会議員の中村豪志です。先期からの継続でこの委員を務めさせていた

だきます。あと、議会では、渋谷区の危機管理対策部の事業を担当させていただいてい

る総務委員会の委員長ということで、今回は、区の防災の施策と消防団との連携という

点で何が考えられるかというところで、ご意見を述べさせていただければと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

〇薬丸委員 渋谷区議会委員、薬丸義人でございます。引き続きよろしくお願い申し上

げます。 

〇治田委員 渋谷区議会委員の治田です。区議会で副議長を務めさせていただいており

ます。消防団では第１分団に所属しております。よろしくお願いいたします。 

〇沢島委員 区議会議員の沢島英隆でございます。消防団では第１分団に所属しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇手塚署長 渋谷消防署の手塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇二渡団長 令和５年４月１日から渋谷消防団長を仰せつかっております、二渡と申し

ます。日頃より消防団活動に深いご理解とご協力をいただき、非常に感謝しております。

本日はよろしくお願いいたします。 

 

４．報告事項 

〇長谷部委員長 皆様ありがとうございました。 

それでは、議事に入ります。なお、今回の答申期限は令和７年３月３１日で、今後は、

今回を含めて３回の委員会を予定しております。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 
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まず、報告事項として、「前回諮問に係る答申概要について」を、渋谷消防署警防課

長より報告をお願いいたします。 

〇大澤警防課長 渋谷消防署警防課長の大澤です。 

皆様、資料２をご覧ください。前回諮問に係る答申概要についてご報告をさせていた

だきます。 

まず、資料の訂正をさせてください。資料２の２枚目、色で言いますと黄緑色で、枠

内に黒ポツ、「デジタル環境云々」とありますが、この黒ポツをアラビア数字のⅡに訂

正をお願いいたします。 

続きまして中段、黄色枠内も黒ポツで「消化活動能力云々」とありますが、この黒ポ

ツをアラビア数字のⅢに、同様に後段、「効果的かつ負担軽減云々」の黒ポツを、アラ

ビア数字のⅣに訂正願います。それでは、続けさせていただきます。 

１に記載のとおりです。前回の諮問事項は、「大規模地震発生時における特別区消防

団の消火活動能力を向上させる方策はいかにあるべきか」ということで、審議期間は令

和３年１０月から令和５年３月までの１年６か月でした。 

実施時期は、コロナ禍であったことから第１回目は令和４年２月９日に書面会議形式

で開催いたしました。２回目は令和４年５月１６日、第３回目は令和４年８月２４日に

それぞれ集合形式で開催し、３に記載のアラビア数字１～Ⅳの４つの項目について審議

いただき、令和５年３月２０日に渋谷区消防団運営委員会として答申を行いました。 

前回の渋谷区からの答申につきましては割愛いたしますが、３に記載の主な答申内容

と対応方針については、渋谷区をはじめ各区の消防団運営委員会の答申を集約し、特別

区消防団のさらなる災害活動力向上を図るため、記載の対応方針に基づき各種施策を講

ずるため、東京消防庁内の検討委員会により検討を進めているところです。 

答申内容と対応方針ですが、大きく４項目について審議し、対応方針を策定しました。

主な内容についてご説明いたします。資料３のアラビア数字Ⅰをご覧ください。 

Ⅰ．本業等を持ち、時間等の制約がある消防団員が効率的・効果的に活動能力を向上

させる方策についてです。 

ここでは、通常の火災はもとより、令和６年能登半島地震での石川県輪島市での市街

地火災のような街区火災の対応方策に関するもので、実践的活動能力の向上、研修等の

充実、訓練環境の充実について答申されています。 

火災対応は消防機関でしか対応できないもので、とりわけ消防団による消火活動は大

いなる期待が持たれているところです。 

そのために通常時の火災対応において、積載車による出場から放水までの一連の火災

対応ができるよう、訓練モデルや訓練指導マニュアルを基にして、火災対応訓練を推進

するとともに、こうした訓練に際しても消防団が主体となった活動の定着化を進めてい

くものです。 
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あわせて、必要な研修等の実施や消防署の訓練施設、方面訓練場を有効活用した訓練

の実施、渋谷区など関係機関と連携した訓練場所の確保促進を図っていくものです。 

Ⅱ．デジタル環境を有効活用した知識・判断力等の向上方策についてであります。 

ここでは、時勢に応じた消防団活動における現行及び新たなデジタル環境について検

討されました。 

東京消防団ｅ-ラーニングシステムの更なる活用やタブレット端末を有効に活用した

教養を推進してまいります。 

新たな資機材の配置には、二次元コードを活用しているものがあり、取扱い要領等が

スマートフォン等で読み取ることが可能です。またＡＲ（拡張現実）やＶＲ（仮想現実）

等の技術を活用した訓練の導入に向けた調査研究に取り組んでまいります。 

Ⅲ．消火活動能力を低下させないための入団促進及び充足率の維持向上方策について

です。 

ここでは、若い世代、特に学生や女性などの団員確保、募集広報による入団促進を図

る方策について、さらには特別区学生消防団認証制度や大規模災害団員制度の利活用に

ついて答申されています。 

ホームページやソーシャルネットワークサービス等を活用した情報の発信やあらゆ

る機会を通じた消防団活動の見学、資機材の展示、現役消防団との座談会等の実施を検

討していきます。 

最後に、Ⅳ．効果的かつ負担軽減した装備資機材の検討についてです。 

ここでは、新たな資機材や装備等の軽量化についてです。消防団員の高齢化や女性団

員においても、装備資機材を有効に活用するためには、軽量化やコンパクト化を図って

いくことが必須であります。消火能力や安全管理向上のための資機材の導入を検討して

いくものです。 

これまでご説明させていただいた答申内容及び対応方針に沿って、特別区消防団の更

なる災害活動能力の向上を図ってまいります。 

資料２の説明は以上になります。 

〇長谷部委員長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いいた

します。 

どうぞ、薬丸委員。 

〇薬丸委員 区議会の薬丸でございます。２ページ目のアラビア数字Ⅲのところで、若

い世代の団員確保関係ということで、学生や企業の若年層を対象とした募集というのは

書かれてございました。 

実際のところ、例えば渋谷区内にもいくつもの大学があるわけですが、そうしたとこ

ろへのアプローチ、現実の課題としてそうした大学との接触だとか、そこら辺について

今どんな動き、または予定とかあればお聞かせいただければと思います。 
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〇大澤課長 ご質問にお答えいたします。実はコロナ禍で取り組んでいくことはなかな

か困難でしたが、来年度以降の取り組みとしまして、各大学、渋谷ですと青山学院大学

などいろいろと大きな大学がありますが、これらの事務局へ、特別区学生消防団認証制

度を紹介いたしまして、新入生等に対する勧誘活動をしていきたいと考えております。 

〇薬丸委員 学生さんに対しては、とっかかりはなかなか難しいかもしれないですが、

一度そういうふうに道がつくれれば、先輩から後輩へ、後輩からさらに後輩へというこ

とで続いていくというメリットは十分考えられますので、ぜひそこら辺のところを積極

的な取組みをお願いしたいと考えております。 

〇長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。治田委員。 

〇治田委員 この間、私は委員でなかったので、忌憚のないというか、率直に話をさせ

ていただくのですが、消防操法大会のあり方についてのプランとかいったことの話が上

がっているというのはあるのでしょうか。 

〇大澤警防課長 消防操法大会は毎年行っております。ただ、これは非常に基本的な訓

練で大事なものですが、今、実動的な訓練というものも必要だという声が挙がっており

まして、そのバランス、割合をどうしようかというようなことも考えております。 

若手団員は、まず操法訓練で基本を習得していくのが大事になります。その次のステ

ップとして、実動訓練に移行していくということを、これから考えていきたいと思って

おります。 

〇長谷部委員長 どうぞ、治田委員。 

〇治田委員 これまでの歴史であったり、先輩方が操法訓練で学んできたことというの

があると思うのですが、都市部を見ても、災害において可搬ポンプを使って消火するこ

とを現実的にあり得るのか等々考えても、競技化しているような形の中で、実際にあれ

を使うことというのは、ちょっと乖離しているのではないかと私自身は感じています。 

もう一つは、単純に訓練の負担であったり、あとは団員によって、選手になる者、そ

うでない者で知識に差が出てしまうことであったり、そもそも資機材をあれだけ確保す

ることへの財政的な負担であったりということを考えると、すぐにどうこうということ

ではなくても、いろいろな団員の意見を聞いて、今後のあり方を検討していく必要性が

あるのかなということだけは意見として申し述べさせていただきます。 

〇長谷部委員長 ほかにございますか。どうぞ、澤田委員。 

〇澤田委員 元分団長の立場から、操法大会の印象ですが、確かに競技というのはなか

なかシビアで、仕事をしながら夜に、分団小屋から資機材一式を皆で会場まで持って行

って、会場がちゃんと取れた時はいいのですが、取れない時は、大山町でしたので、非

常に周辺からいろいろな非難ごうごうと言いますか、「道路許可をちゃんと取っている

のか」とか言われました。 

しかし、一生懸命やっている姿を見た町会の人達が「頑張ってください」と言ってく

ださって。現在９分団は、幸いなことに、消防学校内でできるようにご配慮いただきま
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した。私も夜間に２０回ぐらい集まり、「訓練の意味って何なんだろう」と正直思いま

したが、技術の浸透というのはこういう時にしかなかなかできなくて、もやい結びとか

そういう技術を初めて自分のこととして学びました。 

なかなか密度の濃い期間でしたが、その中で培われた団員意識というのが、こういう

ことがないとなかなか生まれにくいかと。年に１回、非常に緊張するし、優劣を争うこ

とだけではないけれども、知識と技術の獲得の場としては、とてもいい仕組みかなと、

団を去ってから思うようになりました。 

やり方の工夫も必要ですが、私のように仕事後、夜間疲れたところで、食事もせずに

９時までとにかく会場設置から撤収までの繰り返し。その中で生まれる何かヒューマン

パワーを信じたいと思っています。 

こういう見方の人もいるかと思っておりますので、治田委員のようなご指摘は真摯に

受け止めながら、やり方、方法、方策、これは各分団の叡智をもって、そういう大会に

向けて一致団結するという仕組みを、ある意味ではうまく利用していただいて、実活動

のときに、即集まれる結束力の源になると思っております。 

〇長谷部委員長 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、沢島委員。 

〇沢島委員 操法の話が出たので私からも。 

今澤田委員からもご意見がありましたが、私も同意見です。確かに負担は大きいのと、

なかなか選手を揃えるのが大変だという現状はありますが、これがもしなくなったら、

消防団の活動自体から活力が大きく失われるのかなと思っています。 

技術の習得についても、ある意味共有化して、追い詰められた状況でやるから、必死

になって技術を習得するし、追い詰められた状態で消火活動にあたるから、緊張感を持

ってやれるというのもあるので、私も２０年ぐらいやってきましたが、そこの工夫は必

要だと思いますが、そこがスパッと抜けてしまうというのは、消防団にとってはマイナ

スなのかなと思っていますので、工夫しながら進めていくことがいいのかなと私も思い

ます。 

〇長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。須田委員、どうぞ。 

〇須田委員 Ⅰのところの研修等の充実関係で、消防学校が行う研修や資格取得講習の

受講人員の増強というところで、具体的にどんな資格があるのかなというところを伺い

たいと思います。 

あと、先般の能登震災のときに、ドローンを使うというようなところも、日進月歩で

発展していますので、そうしたところもぜひ、ドローンに関しては関心ある方も多いの

かと思いますので、そうした入団してもらうためのツールとしても、そういった資格に

ついても検討していただければなと思っております。 

できればどういう資格を今やっているのか、お答えていただければと思います。 
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〇大澤警防課長 須田委員の質問にお答えいたします。消防団でいろいろな資格講習等

をやっておりますが、今やっているのは、渋谷区では４つほど項目があります。 

まず、手話技能講習があります。また、英会話技能講習、第３級陸上特殊無線技士養

成課程。無線を扱いますので、こういう資格を取得するための講習がございます。 

また、先ほどありました可搬ポンプを使うための資格ということで、可搬消防ポンプ

等整備資格者特例講習というものを行っています。 

また、渋谷区に大きな河川はないのですが、河川がある消防団では、２級小型船舶操

縦士技能講習というものも行っております。 

このような講習を積極的に受けてもらうよう促していきたいと思っております。 

また今、須田委員から参考になるご指摘がございましたドローンに関しまして、こう

いう動きがあります。 

国の動きとしまして、令和４年から総務省消防庁が主導して、全国の消防団にドロー

ンを導入していく状況がございます。 

令和４年４月現在になりますが、全国７２４の消防本部で４２９本部に５８１機、全

体の５９％が配備されています。当庁でも、即応対処部隊という機動部隊があるのです

が、そこに配置されております。 

一方、全国２１９８の消防団のうち、令和３年１２月時点で、４０団６０機、これは

全体の１．８％ですが、これにとどまっております。 

先ほど須田委員からありましたように、非常にドローンの活用が有効ということで、

当庁でも同様に認識しています。導入については検討しておりますが、指導体制の構築、

航空法との制約による訓練環境の整備が必要なことから、現時点では導入の予定はあり

ませんが、貴重な意見として提言してまいりたいと思っております。 

〇長谷部委員長 ほかに。どうぞ、小田委員。 

〇小田委員 採用についてですが、若い世代ということと女性などというターゲットが

あります。 

私も消防団員をやっていますが、本当にいざというときにどれだけ戦力になれるのか

というのは、本当に体力的なこととかもありますし、結構微妙だなと自分でも思ってい

るのですが、女性団員を増やすということで、女性に特化した役割というのももう少し

検討していただけたらなというのがあります。 

例えば、消防活動には即戦力にはなれなくても、例えば災害時の避難所などで、今能

登もそうです。私は宮城県の出身ですが、東日本大震災のときなどは、避難所における

性暴力があったりとか、様々な女性だということの弊害で、防犯の観点なども重要にな

ると思います。 

消防団員は制服を貸与されておりまして、その制服を着て見回りをするだけでも、あ

る程度の威圧にはなるのではないかという発想もございますし、女性ならではの活動の

指針というのも、今後検討していただけると、私のような消防活動では即戦力にならな
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い人でも消防団員として誇りを持って活動できるのではないのかと思いますので、今後

ぜひご検討いただけたらと思います。 

〇長谷部委員長 ありがとうございます。中村委員、どうぞ。 

〇中村委員 ２点あって、まず１つは、操法大会の件です。 

私も２分団に所属をして、選手を２年やらせていただいていて思ったのは、非常に必

要だと思っています。 

私事ですが、１回目のときに冒頭失敗をしまして、頭が真っ白になりながらも、結果

的にかなりの訓練を積んだことによって、頭が真っ白でも動きは実際周りから見ている

と、あとは普通だったというご評価をいただいたことがありました。 

それは同情半分もあるかもしれませんが、もう半分は本当にたぶん身体にその訓練が

染みついていたので、頭で考えなくても身体が動いたということだなと判断をすると、

こういったことで、競技かもしれませんが、本当に真剣にその動きに取り組むというこ

との重要性、特に火事のときだったり災害のときというのは頭が真っ白になること、考

えづらくなることというのはあると思いますので、真っ先に身体が動くような状況まで

訓練を積むという意味では非常に必要なのかなとは、個人的には思っております。 

本題で私が質問したかったのは、冒頭の挨拶で申し上げたのですが、３番の入団促進

ですとか充足率の維持向上のところで、消防団ないしは消防署で、新しく団員をとにか

く増強しようということで、募集活動をしているというのは、十分理解をしているので

すが、区との連携によって促進というのを手段として講じているのかどうかという今の

状況を、まずお伺いできればと思います。 

〇大澤警防課長 お答えいたします。区と連携ということでありますが、いろいろな訓

練、防災キャラバン等を含めて様々な場所にて訓練をしております。 

また、訓練も兼ねましてその場において募集公募をしております。先日成人式がござ

いましたがその成人式の場でも、消防団の活動服を着て、装備を付けて写真撮影という

試みに大変興味を示していただいた二十歳の方々がいらっしゃいました。そのような試

みを含めて実施しております。 

〇中村委員 ありがとうございます。その点で一つ提案があるのは、渋谷区でもＷｅｂ

サイトに見にくる人は渋谷区ポータルといって、自分の興味関心のある情報がまず出て

くるというような仕組みにしているところもありまして、今回の能登の地震含めて防災

意識、災害対策意識というのを感じている皆様というのは、そういうところの情報も見

にくるというところがあると思います。 

そういう意識の高い方々に募集しているんだという、入団促進というところのアプロ

ーチができるというのは、非常に効率的なのかなと私個人思っています。そういったと

ころの区との連携の中にインターネットを活用した広告の充実とありますが、この辺を

区がやっている施策と連携させてやっていくというのが一つあるのかなと思います。 
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それがネットベースの話だとすると、アナログで言いますと、月２回出している渋谷

区ニュースは、全戸配布ということになっていますので、もちろん紙面枠は制限がある

とは思うのですが、折に触れて効果的なタイミングで、そういったところでも募集活動

をしているのだということを、区からも発信できるような連携というのは非常に必要な

のかなと思います。 

もうやっているのかもしれませんが、ぜひそれもまた改めてご検討いただきたいなと

思います。 

もう一つ、意見としては、ほかの男性委員ともいろいろな場で話すのですが、入団促

進、団員増強というためには、一般への応急救命講習の積極受講というのを奨励すると

いうのはどうなんだろうという話がありましたので、それも意見として考えていただき

たいとは思っています。 

もし、個別に応急救命の専門で、それを消防団員、準消防団員みたいな形でやれるよ

うな種別が設定できるのであれば、それはそれでまた一つ大きな戦力になるかと思いま

す。 

例えば災害時、火事のときの応急救命はそういった専門の方が出てきていただけるの

であれば、実際に訓練を積んでいる消防団員は、逆に消火活動に集中できるとか、そう

いう形で能力の増強、今ある戦力の中で役割を振り分けるというのが可能になるかと思

いますので、そういったところも一つご考慮いただけるといいのかなとは思いました。 

最後に、昨日の夜ある方から言われたのを申し伝えると、その応急救命の受講のとき

に、テキストは受講者の自腹みたいな話もありまして、そういったテキスト代も、例え

ば少し補助が出るとか、無償で受講者は受講できるとか、そういった個別の、非常に細

かいことですが、そういった些細なことでも、もし受講意欲の増進につながるようであ

れば、またご検討いただければありがたいと思います。 

〇菊地防災課長 まず区との連携というところでございますが、今非常に消防署とは緊

密に連携できているところでございます。左におります志賀主査も東京消防庁より派遣

されていて、非常にいい関係になっていますので、いろいろ契機を捉えてポータルで発

信、区ニュース、あとＳＮＳ等を使って、積極的に対応していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

〇大澤警防課長 今、中村委員から応急救命に関した貴重な意見を賜りましたが、現在

の当団、消防団では、機能別団員というものがありますが、応急救命訓練指導は含まれ

ていません。 

ただし、平成３１年、東京都知事から、特別区消防団運営委員会に対する諮問があり

まして、令和２年３月３１日に答申が示された結果、機能別団員の更なる拡充というこ

とで、機能別団員に応急救命訓練指導及び広報活動が追加されております。 



12 

 

これも団長が任命できることになっておりますので、このようにして、渋谷消防団に

ついても現在の新入団員の希望によって機能別団員として活動できる体制を構築して

いきたいと考えております。 

 

５．議 事 

〇長谷部委員長 ほかによろしいですか。 

それでは、続きまして、議題の（１）「今回の諮問事項について」を、渋谷消防署警

防課長より説明をお願いいたします。 

〇大澤警防課長 資料３をご覧ください。お示しのとおり、令和５年８月１６日付けで、

小池百合子東京都知事から長谷部健渋谷区消防団員運営委員会委員長宛ての諮問にな

ります。 

別紙をご覧ください。 

今回の諮問事項については、１にあるとおり、「変化する社会情勢に適応し特別区消

防団の組織力を向上させ住民の負託に応え続ける方策はいかにあるべきか」という諮問

であります。 

２の諮問の趣旨についてですが、特別区消防団は、地域になくてはならない代替性の

ない存在であり、地域防災力の中核として、住民の負託に応えてきたところであります。 

さらに、本年は、関東大震災から１００年の節目の年であるなど、消防団への期待は

さらに高まっており、東京の安全安心を守っていくためには、地域防災力の中核である

消防団が、将来にわたって更に充実し、消防団としての役割を果たしていく必要があり

ます。 

一方で、特別区においては、人口が２０３５年ごろに減少に転じ、２０５０年をピー

クに高齢化が進行すると予測されているほか、近年は、ＤＸ（デジタルトランスフォ－

メーション）の進展によるテレワークなどの働き方の多様化や、単身世帯の増加による

地域コミュニティの希薄化など、社会情勢は常に変化しています。 

このことから、各消防団や各区の特性なども踏まえながら、変化する社会情勢に適応

し、特別区消防団の組織力を向上させ、住民の負託に応え続ける方策について諮問する、

とのことです。 

変化する社会情勢や渋谷区の地域特性を踏まえながら、諮問内容について検討を進め

ていくものであります。 

審議期間ですが、令和５年８月から令和７年３月までの１年８か月です。答申期日は、

令和７年３月３１日となっておりますので、この期日までに答申を行う予定です。 

資料３については以上となります。 

〇長谷部委員長 ありがとうございます。 

ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 
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それでは、続きまして、議題の（２）「検討内容と方向性について」を、渋谷消防署

警防課長よりご説明お願いいたします。 

〇大澤警防課長 資料４をご覧ください。１の諮問事項、２の諮問の趣旨につきまして

は、先ほど資料３で説明したところですので割愛いたします。 

１の水色で囲まれた記載している諮問期間のかっこ書きに、合計４回の審議とありま

すが、これは予算上、年度内２回の審議が可能ということでありますので、本委員会は

本日を含め、３回の委員会開催を予定しております。 

３の検討の方向性についてですが、課題を２点掲げました。この緑で囲まれたところ

をご覧ください。 

「１．地域防災の要である消防団として変化・成長していくことが重要」。また、「２．

活動力を地域で発揮していくことで、地域住民の負託に応え続けることが重要」。この

大きな２つの課題をもって審議していただきたいと思います。 

検討の方向性としまして、課題１は、「①」として、渋谷区の地域特性や消防団の現

況等を踏まえながら、「入団し活動を継続したいと思える組織の活性化方策」を検討し

ていくこととします。 

具体的には右側に、「考えられる成果や今後の対応（案）」と書いてありますが、ここ

に記載のとおり、資格取得講座の拡充や資格取得等の助成制度の検討についてです。既

存講座の拡充や消防団活動において必要な資格等について検討していきます。 

また、多様な主体との協働による地域密着型の各種講習や教養講座の検討ということ

で、渋谷地区に根付いている企業や官公庁、消防協力事業所等と連携した講習や講座、

ワークショップの発掘について検討します。 

さらには、消防団活動によりやりがいを持てる方策の検討ということで、若手団員が

主体となった訓練の企画や実行、やりがいを持てる方策内容を検討してまいります。 

２番目ですが、「②最新技術等を活用した活動環境の改善方策」を検討していくこと

とします。 

具体的には、右側に掲げてありますように、災害発生時の消防団への出場命令や団員

間の情報伝達のあり方として、電話連絡や緊急情報伝達システムに代わる出動指令手段

の導入などについて検討してまいります。 

また、消防団事務の効率化が可能なタブレット端末を活用した新たなシステムの活用

として、現行整備されているタブレット端末の更新に合わせた新たなアプリやシステム

の導入などを検討します。 

さらには、災害現場活動などで使用する各種資機材の更新に合わせた仕様変更等の検

討についても、審議していく予定です。 

次に課題２ですが、「２．活動力を地域で発揮していくことで、地域住民の負託に応

え続ける方策」です。 
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検討の方向性につきましては、「①消防力維持のための計画的な人材育成方策」につ

いての検討であります。 

具体的には、右欄にあるとおり、経験が浅い消防団員や経験が豊富な消防団員におけ

る教育訓練体制の目標や内容を設定し、具体的な訓練目標や到達状況の確認の実施や長

年の消防団活動で培った知識や技術を実践的訓練指導に反映させるなどの検討をして

まいります。 

また、操法訓練と実践的な実動訓練の実施の目安についても検討を進めてまいります。 

続いて、「②地域に尽力している消防団を地域住民により知ってもらう方策」につい

て検討していくこととします。 

具体的には、右欄にあるように、火災発生時における積極的な消防活動の定着化と、

渋谷区や関係機関と連携した消防団活動の新たな認知度向上方策について検討します。 

また、日頃の消防団における行事や防災訓練における地域住民の参加率を向上させる

方策についても検討していくこととします。 

資料の４の説明については以上となります。 

〇長谷部委員長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問がありましたらお願いいた

します。 

よろしいですか。 

いろいろご意見が出たところですが、いただきましたご意見を踏まえて事務局で整理

をし、次回までに答申案骨子を作成したいと考えております。 

 

６．閉 会 

〇長谷部委員長 それでは、以上をもちまして本日の渋谷区消防団運営委員会を閉会と

いたします。ありがとうございました。 

〇菊地防災課長 ありがとうございました。 

最後に、資料５の次回の開催予定だけ確認させていただければと思います。 

第２回渋谷区消防団運営委員会の開催予定でございますが、８月２３日金曜日、１０

時から１時間半程度、こちら渋谷区役所の８階、８０１会議室で予定をしております。

開催の前に、事務局より資料等を併せて送付させていただきますのでよろしくお願いい

たします。本日はお集りいただきましてありがとうございました。 

（了） 

 


